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第第第第８４８４８４８４号議案号議案号議案号議案 

            豊川市豊川市豊川市豊川市下水道事業に下水道事業に下水道事業に下水道事業に係係係係るるるる豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業

法の規定の全部法の規定の全部法の規定の全部法の規定の全部のののの適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

てててて 

    豊川市豊川市豊川市豊川市下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業法の下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業法の下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業法の下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業法の

規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定めるものを次のように定めるものを次のように定めるものを次のように定めるもの

とすとすとすとする。る。る。る。 

        令和令和令和令和３３３３年年年年１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日提出日提出日提出日提出 

                                                                                    豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長    竹竹竹竹    本本本本    幸幸幸幸    夫夫夫夫         

 

 

            豊川市豊川市豊川市豊川市下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業下水道事業に係る豊川市水道事業との組織統合及び地方公営企業

法の規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例法の規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例法の規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例法の規定の全部の適用に伴う関係条例の整備に関する条例    

    （（（（豊川市豊川市豊川市豊川市水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する条例条例条例条例の一部改正）の一部改正）の一部改正）の一部改正） 

第１条第１条第１条第１条    豊川市豊川市豊川市豊川市水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する条例条例条例条例（昭和（昭和（昭和（昭和４１４１４１４１年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第３８３８３８３８

号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

豊川市水道事業及び下水道事業の設置豊川市水道事業及び下水道事業の設置豊川市水道事業及び下水道事業の設置豊川市水道事業及び下水道事業の設置

ああああああああああああ等に関する条例等に関する条例等に関する条例等に関する条例    

豊川市水道事業の設置等に関する条例豊川市水道事業の設置等に関する条例豊川市水道事業の設置等に関する条例豊川市水道事業の設置等に関する条例    

（（（（                    設置）設置）設置）設置）    （（（（水道事業の水道事業の水道事業の水道事業の設置）設置）設置）設置）    

第１条第１条第１条第１条    ((((略略略略))))    第１条第１条第１条第１条    ((((略略略略))))    

２２２２    都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に

寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に

資するため、下水道事業を設置する。資するため、下水道事業を設置する。資するため、下水道事業を設置する。資するため、下水道事業を設置する。    

    

（法の適用）（法の適用）（法の適用）（法の適用）        

第１条の２第１条の２第１条の２第１条の２    地方公営企業法（昭和地方公営企業法（昭和地方公営企業法（昭和地方公営企業法（昭和27272727年法律年法律年法律年法律

第第第第292292292292号。以下「法」という。）第２条第号。以下「法」という。）第２条第号。以下「法」という。）第２条第号。以下「法」という。）第２条第

３項及び地方公営企業法施行令（昭和３項及び地方公営企業法施行令（昭和３項及び地方公営企業法施行令（昭和３項及び地方公営企業法施行令（昭和27272727年年年年

政令第政令第政令第政令第403403403403号）第１条第２項の規定に基づ号）第１条第２項の規定に基づ号）第１条第２項の規定に基づ号）第１条第２項の規定に基づ

き、下水道事業に法の規定の全部を適用すき、下水道事業に法の規定の全部を適用すき、下水道事業に法の規定の全部を適用すき、下水道事業に法の規定の全部を適用す

る。る。る。る。    

    

（経営の基本）（経営の基本）（経営の基本）（経営の基本）    （経営の基本）（経営の基本）（経営の基本）（経営の基本）    

第２条第２条第２条第２条    水道事業水道事業水道事業水道事業及び下水道事業（以下「上及び下水道事業（以下「上及び下水道事業（以下「上及び下水道事業（以下「上

下水道事業」という。）下水道事業」という。）下水道事業」という。）下水道事業」という。）は、常に企業の経は、常に企業の経は、常に企業の経は、常に企業の経

済性を発揮するとともに、公共の福祉を増済性を発揮するとともに、公共の福祉を増済性を発揮するとともに、公共の福祉を増済性を発揮するとともに、公共の福祉を増

第２条第２条第２条第２条    水道事業水道事業水道事業水道事業ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああは、常に企業の経は、常に企業の経は、常に企業の経は、常に企業の経

済性を発揮するとともに、公共の福祉を増済性を発揮するとともに、公共の福祉を増済性を発揮するとともに、公共の福祉を増済性を発揮するとともに、公共の福祉を増
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進するように、運営されなければならない進するように、運営されなければならない進するように、運営されなければならない進するように、運営されなければならない

。。。。    

進するように、運営されなければならない進するように、運営されなければならない進するように、運営されなければならない進するように、運営されなければならない

。。。。    

２２２２    水道事業の規模は、次のとおりとする。水道事業の規模は、次のとおりとする。水道事業の規模は、次のとおりとする。水道事業の規模は、次のとおりとする。    ２２２２    給水区域は、豊川市の区域とする。給水区域は、豊川市の区域とする。給水区域は、豊川市の区域とする。給水区域は、豊川市の区域とする。    

((((１１１１))))    給水区域は、豊川市の区域とする。給水区域は、豊川市の区域とする。給水区域は、豊川市の区域とする。給水区域は、豊川市の区域とする。        

((((２２２２))))    給水人口は、給水人口は、給水人口は、給水人口は、186,100186,100186,100186,100人とする。人とする。人とする。人とする。        

((((３３３３))))    １日の最大給水量は、１日の最大給水量は、１日の最大給水量は、１日の最大給水量は、70,90070,90070,90070,900立方メ立方メ立方メ立方メ    

ートルとする。ートルとする。ートルとする。ートルとする。    

    

３３３３    下水道事業の規模は、次のとおりとする下水道事業の規模は、次のとおりとする下水道事業の規模は、次のとおりとする下水道事業の規模は、次のとおりとする

。。。。    

３３３３    給水人口は、給水人口は、給水人口は、給水人口は、186,100186,100186,100186,100人とする。人とする。人とする。人とする。    

((((１１１１))))    公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業        

ああああああああアアアア    計画区域は、豊川市の区域のうち、計画区域は、豊川市の区域のうち、計画区域は、豊川市の区域のうち、計画区域は、豊川市の区域のうち、

下水道法（昭和下水道法（昭和下水道法（昭和下水道法（昭和33333333年法律第年法律第年法律第年法律第79797979号）第４号）第４号）第４号）第４

条第１項の規定により策定した事業計条第１項の規定により策定した事業計条第１項の規定により策定した事業計条第１項の規定により策定した事業計

画に定める区域とする。画に定める区域とする。画に定める区域とする。画に定める区域とする。    

    

イイイイ    計画人口は、計画人口は、計画人口は、計画人口は、158,215158,215158,215158,215人とする。人とする。人とする。人とする。        

ああああああああウウウウ    １日の最大計画汚水量は、１日の最大計画汚水量は、１日の最大計画汚水量は、１日の最大計画汚水量は、81,89481,89481,89481,894立立立立

方メートルとする。方メートルとする。方メートルとする。方メートルとする。    

    

((((２２２２))))    農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業        

ああああああああアアアア    計画区域は、豊川市農業集落排水施計画区域は、豊川市農業集落排水施計画区域は、豊川市農業集落排水施計画区域は、豊川市農業集落排水施

設条例（平成７年豊川市条例第９号）設条例（平成７年豊川市条例第９号）設条例（平成７年豊川市条例第９号）設条例（平成７年豊川市条例第９号）

別表第１に掲げる施設に係る区域とす別表第１に掲げる施設に係る区域とす別表第１に掲げる施設に係る区域とす別表第１に掲げる施設に係る区域とす

る。る。る。る。    

    

ああああああああイイイイ    計画人口は、計画人口は、計画人口は、計画人口は、3,9303,9303,9303,930人とする。人とする。人とする。人とする。        

    ４４４４    １日の最大給水量は、１日の最大給水量は、１日の最大給水量は、１日の最大給水量は、70,90070,90070,90070,900立方メート立方メート立方メート立方メート

ルとする。ルとする。ルとする。ルとする。    

（組織）（組織）（組織）（組織）    （組織）（組織）（組織）（組織）    

第３条第３条第３条第３条    法法法法ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ第７条ただ第７条ただ第７条ただ第７条ただ

し書及び地方公営企業法施行令し書及び地方公営企業法施行令し書及び地方公営企業法施行令し書及び地方公営企業法施行令（昭和（昭和（昭和（昭和27272727年年年年

政令第政令第政令第政令第403403403403号）号）号）号）第８条の２の規定により、第８条の２の規定により、第８条の２の規定により、第８条の２の規定により、

上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業に管理者を置かないものとすに管理者を置かないものとすに管理者を置かないものとすに管理者を置かないものとす

る。る。る。る。    

第３条第３条第３条第３条    地方公営企業法（昭和地方公営企業法（昭和地方公営企業法（昭和地方公営企業法（昭和27272727年法律第年法律第年法律第年法律第

292292292292号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）第７条ただ第７条ただ第７条ただ第７条ただ

し書及び地方公営企業法施行令し書及び地方公営企業法施行令し書及び地方公営企業法施行令し書及び地方公営企業法施行令（昭和（昭和（昭和（昭和27272727年年年年

政令第政令第政令第政令第403403403403号）号）号）号）第８条の２の規定により、第８条の２の規定により、第８条の２の規定により、第８条の２の規定により、

水道事業水道事業水道事業水道事業ああああああああに管理者を置かないものとすに管理者を置かないものとすに管理者を置かないものとすに管理者を置かないものとす

る。る。る。る。    

２２２２    法第法第法第法第14141414条の規定により、条の規定により、条の規定により、条の規定により、上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業のののの

管理者の権限に属する事務を処理するため管理者の権限に属する事務を処理するため管理者の権限に属する事務を処理するため管理者の権限に属する事務を処理するため

、上下水道部を置く。、上下水道部を置く。、上下水道部を置く。、上下水道部を置く。    

２２２２    法第法第法第法第14141414条の規定により、条の規定により、条の規定により、条の規定により、水道事業水道事業水道事業水道事業        のののの

管理者の権限に属する事務を処理するため管理者の権限に属する事務を処理するため管理者の権限に属する事務を処理するため管理者の権限に属する事務を処理するため

、上下水道部を置く。、上下水道部を置く。、上下水道部を置く。、上下水道部を置く。    

（重要な資産の取得及び処分）（重要な資産の取得及び処分）（重要な資産の取得及び処分）（重要な資産の取得及び処分）    （重要な資産の取得及び処分）（重要な資産の取得及び処分）（重要な資産の取得及び処分）（重要な資産の取得及び処分）    

第４条第４条第４条第４条    法第法第法第法第33333333条第２項の規定により予算で条第２項の規定により予算で条第２項の規定により予算で条第２項の規定により予算で

定めなければならない定めなければならない定めなければならない定めなければならない上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業の用にの用にの用にの用に

供する資産の取得及び処分は、予定価格（供する資産の取得及び処分は、予定価格（供する資産の取得及び処分は、予定価格（供する資産の取得及び処分は、予定価格（

適正な対価を得てする売払い以外の方法に適正な対価を得てする売払い以外の方法に適正な対価を得てする売払い以外の方法に適正な対価を得てする売払い以外の方法に

よる譲渡にあっては、その適正な見積価額よる譲渡にあっては、その適正な見積価額よる譲渡にあっては、その適正な見積価額よる譲渡にあっては、その適正な見積価額

第４条第４条第４条第４条    法第法第法第法第33333333条第２項の規定により予算で条第２項の規定により予算で条第２項の規定により予算で条第２項の規定により予算で

定めなければならない定めなければならない定めなければならない定めなければならない水道事業水道事業水道事業水道事業        の用にの用にの用にの用に

供する資産の取得及び処分は、予定価供する資産の取得及び処分は、予定価供する資産の取得及び処分は、予定価供する資産の取得及び処分は、予定価格（格（格（格（

適正な対価を得てする売払い以外の方法に適正な対価を得てする売払い以外の方法に適正な対価を得てする売払い以外の方法に適正な対価を得てする売払い以外の方法に

よる譲渡にあっては、その適正な見積価額よる譲渡にあっては、その適正な見積価額よる譲渡にあっては、その適正な見積価額よる譲渡にあっては、その適正な見積価額
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）が）が）が）が3,0003,0003,0003,000万円以上の不動産若しくは動産万円以上の不動産若しくは動産万円以上の不動産若しくは動産万円以上の不動産若しくは動産

の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場

合を除き、土地については、１件合を除き、土地については、１件合を除き、土地については、１件合を除き、土地については、１件5,0005,0005,0005,000平平平平

方メートル以上のものに係るものに限る。方メートル以上のものに係るものに限る。方メートル以上のものに係るものに限る。方メートル以上のものに係るものに限る。

）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは譲渡とする。くは譲渡とする。くは譲渡とする。くは譲渡とする。    

）が）が）が）が3,0003,0003,0003,000万円以上の不動産若しくは動産万円以上の不動産若しくは動産万円以上の不動産若しくは動産万円以上の不動産若しくは動産

の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場

合を除き、土地については、１件合を除き、土地については、１件合を除き、土地については、１件合を除き、土地については、１件5,0005,0005,0005,000平平平平

方メートル以上のものに係るものに限る。方メートル以上のものに係るものに限る。方メートル以上のものに係るものに限る。方メートル以上のものに係るものに限る。

）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは譲渡とする。くは譲渡とする。くは譲渡とする。くは譲渡とする。    

（議会の同意を要する賠償責任の免除）（議会の同意を要する賠償責任の免除）（議会の同意を要する賠償責任の免除）（議会の同意を要する賠償責任の免除）    （議会の同意を要する賠償責任の免除）（議会の同意を要する賠償責任の免除）（議会の同意を要する賠償責任の免除）（議会の同意を要する賠償責任の免除）    

第５条第５条第５条第５条    法第法第法第法第34343434条において準用する地方自治条において準用する地方自治条において準用する地方自治条において準用する地方自治

法（昭和法（昭和法（昭和法（昭和22222222年法律第年法律第年法律第年法律第67676767号）第号）第号）第号）第243243243243条の２の条の２の条の２の条の２の

２第８項の規定により２第８項の規定により２第８項の規定により２第８項の規定により上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業の業務の業務の業務の業務

に従事する職員の賠償責任の免除についてに従事する職員の賠償責任の免除についてに従事する職員の賠償責任の免除についてに従事する職員の賠償責任の免除について

議会の同意を得なければならない場合は、議会の同意を得なければならない場合は、議会の同意を得なければならない場合は、議会の同意を得なければならない場合は、

当該賠償責任に係る賠償額が当該賠償責任に係る賠償額が当該賠償責任に係る賠償額が当該賠償責任に係る賠償額が30303030万円以上で万円以上で万円以上で万円以上で

ある場合とする。ある場合とする。ある場合とする。ある場合とする。    

第５条第５条第５条第５条    法第法第法第法第34343434条において準用する地方自治条において準用する地方自治条において準用する地方自治条において準用する地方自治

法（昭和法（昭和法（昭和法（昭和22222222年法律第年法律第年法律第年法律第67676767号）第号）第号）第号）第243243243243条の２の条の２の条の２の条の２の

２第８項の規定により２第８項の規定により２第８項の規定により２第８項の規定により水道事業水道事業水道事業水道事業        の業務の業務の業務の業務

に従事する職員の賠償責任の免除についてに従事する職員の賠償責任の免除についてに従事する職員の賠償責任の免除についてに従事する職員の賠償責任の免除について

議会の同意を得なければならない場合は、議会の同意を得なければならない場合は、議会の同意を得なければならない場合は、議会の同意を得なければならない場合は、

当該賠償責任に係る賠償額が当該賠償責任に係る賠償額が当該賠償責任に係る賠償額が当該賠償責任に係る賠償額が30303030万円以上で万円以上で万円以上で万円以上で

ある場合とする。ある場合とする。ある場合とする。ある場合とする。    

ああああ（議会の議決を要する負担付きの寄附の受（議会の議決を要する負担付きの寄附の受（議会の議決を要する負担付きの寄附の受（議会の議決を要する負担付きの寄附の受

領等）領等）領等）領等）    

ああああ（議会の議決を要する負担付きの寄附の受（議会の議決を要する負担付きの寄附の受（議会の議決を要する負担付きの寄附の受（議会の議決を要する負担付きの寄附の受

領等）領等）領等）領等）    

第６条第６条第６条第６条    上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業の業務に関し法第の業務に関し法第の業務に関し法第の業務に関し法第40404040条条条条

第２項の規定により条例で定めるものは、第２項の規定により条例で定めるものは、第２項の規定により条例で定めるものは、第２項の規定により条例で定めるものは、

負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額

又はその目的物の価額が又はその目的物の価額が又はその目的物の価額が又はその目的物の価額が100100100100万円以上のも万円以上のも万円以上のも万円以上のも

の及び法律上市の義務に属する損害賠償のの及び法律上市の義務に属する損害賠償のの及び法律上市の義務に属する損害賠償のの及び法律上市の義務に属する損害賠償の

額の決定で当該決定に係る金額が額の決定で当該決定に係る金額が額の決定で当該決定に係る金額が額の決定で当該決定に係る金額が100100100100万円万円万円万円

を超えるものとする。を超えるものとする。を超えるものとする。を超えるものとする。    

第６条第６条第６条第６条    水道事業水道事業水道事業水道事業        の業務に関し法第の業務に関し法第の業務に関し法第の業務に関し法第40404040条条条条

第２項の規定により条例で定めるものは、第２項の規定により条例で定めるものは、第２項の規定により条例で定めるものは、第２項の規定により条例で定めるものは、

負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額

又はその目的物の価額が又はその目的物の価額が又はその目的物の価額が又はその目的物の価額が100100100100万円以上のも万円以上のも万円以上のも万円以上のも

の及び法律上市の義務に属する損害賠償のの及び法律上市の義務に属する損害賠償のの及び法律上市の義務に属する損害賠償のの及び法律上市の義務に属する損害賠償の

額の決定で当該決定に係る金額が額の決定で当該決定に係る金額が額の決定で当該決定に係る金額が額の決定で当該決定に係る金額が100100100100万円万円万円万円

を超えるものとする。を超えるものとする。を超えるものとする。を超えるものとする。    

（業務状況説明書類の作成）（業務状況説明書類の作成）（業務状況説明書類の作成）（業務状況説明書類の作成）    （業務状況説明書類の作成）（業務状況説明書類の作成）（業務状況説明書類の作成）（業務状況説明書類の作成）    

第７条第７条第７条第７条    市長は、市長は、市長は、市長は、上下水道事業上下水道事業上下水道事業上下水道事業に関し、法第に関し、法第に関し、法第に関し、法第

40404040条の２第１項の規定により、毎事業年度条の２第１項の規定により、毎事業年度条の２第１項の規定により、毎事業年度条の２第１項の規定により、毎事業年度

４月１日から９月４月１日から９月４月１日から９月４月１日から９月30303030日までの業務の状況を日までの業務の状況を日までの業務の状況を日までの業務の状況を

説明する書類を説明する書類を説明する書類を説明する書類を11111111月月月月30303030日までに、日までに、日までに、日までに、10101010月１日月１日月１日月１日

から３月から３月から３月から３月31313131日までの業務の状況を説明する日までの業務の状況を説明する日までの業務の状況を説明する日までの業務の状況を説明する

書類を５月書類を５月書類を５月書類を５月31313131日までに作成日までに作成日までに作成日までに作成しなければならしなければならしなければならしなければなら

ない。ない。ない。ない。    

第７条第７条第７条第７条    市長は、市長は、市長は、市長は、水道事業水道事業水道事業水道事業        に関し、法第に関し、法第に関し、法第に関し、法第

40404040条の２第１項の規定により、毎事業年度条の２第１項の規定により、毎事業年度条の２第１項の規定により、毎事業年度条の２第１項の規定により、毎事業年度

４月１日から９月４月１日から９月４月１日から９月４月１日から９月30303030日までの業務の状況を日までの業務の状況を日までの業務の状況を日までの業務の状況を

説明する書類を説明する書類を説明する書類を説明する書類を11111111月月月月30303030日までに、日までに、日までに、日までに、10101010月１日月１日月１日月１日

から３月から３月から３月から３月31313131日までの業務の状況を説明する日までの業務の状況を説明する日までの業務の状況を説明する日までの業務の状況を説明する

書類を５月書類を５月書類を５月書類を５月31313131日までに作成しなければなら日までに作成しなければなら日までに作成しなければなら日までに作成しなければなら

ない。ない。ない。ない。    

２２２２    前項の業務の状況を説明する書類には、前項の業務の状況を説明する書類には、前項の業務の状況を説明する書類には、前項の業務の状況を説明する書類には、

次に掲げる事項を記載するとともに、次に掲げる事項を記載するとともに、次に掲げる事項を記載するとともに、次に掲げる事項を記載するとともに、11111111月月月月

30303030日までに作成する書類においては前事業日までに作成する書類においては前事業日までに作成する書類においては前事業日までに作成する書類においては前事業

年度の決算の状況を、５月年度の決算の状況を、５月年度の決算の状況を、５月年度の決算の状況を、５月31313131日までに作成日までに作成日までに作成日までに作成

する書類においては同日の属する事業年度する書類においては同日の属する事業年度する書類においては同日の属する事業年度する書類においては同日の属する事業年度

の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞの予算の概要及び事業の経営方針をそれぞの予算の概要及び事業の経営方針をそれぞの予算の概要及び事業の経営方針をそれぞ

れ明らかにしなければならない。れ明らかにしなければならない。れ明らかにしなければならない。れ明らかにしなければならない。    

２２２２    前項の業務の状況を説明する書類には、前項の業務の状況を説明する書類には、前項の業務の状況を説明する書類には、前項の業務の状況を説明する書類には、

次に掲げる事項を記載するとともに、次に掲げる事項を記載するとともに、次に掲げる事項を記載するとともに、次に掲げる事項を記載するとともに、11111111月月月月

30303030日までに作成する書類においては前事業日までに作成する書類においては前事業日までに作成する書類においては前事業日までに作成する書類においては前事業

年度の決算の状況を、５月年度の決算の状況を、５月年度の決算の状況を、５月年度の決算の状況を、５月31313131日までに作成日までに作成日までに作成日までに作成

する書類においては同日の属する事業年度する書類においては同日の属する事業年度する書類においては同日の属する事業年度する書類においては同日の属する事業年度

の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞの予算の概要及び事業の経営方針をそれぞの予算の概要及び事業の経営方針をそれぞの予算の概要及び事業の経営方針をそれぞ

れ明らかにしなければならない。れ明らかにしなければならない。れ明らかにしなければならない。れ明らかにしなければならない。    

((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    

ああああ((((３３３３))))    前２号に掲げるもののほか前２号に掲げるもののほか前２号に掲げるもののほか前２号に掲げるもののほか上下水道上下水道上下水道上下水道

事業事業事業事業の経営状況を明らかにするため市長の経営状況を明らかにするため市長の経営状況を明らかにするため市長の経営状況を明らかにするため市長

ああああ((((３３３３))))    前２号に掲げるもののほか前２号に掲げるもののほか前２号に掲げるもののほか前２号に掲げるもののほか水道事業水道事業水道事業水道事業

ああああああああの経営状況を明らかにするため市長の経営状況を明らかにするため市長の経営状況を明らかにするため市長の経営状況を明らかにするため市長



----    4 4 4 4 ----    

    

が必要と認める事項が必要と認める事項が必要と認める事項が必要と認める事項    が必要と認める事項が必要と認める事項が必要と認める事項が必要と認める事項    

３３３３    ((((略略略略))))    ３３３３    ((((略略略略))))    

    （（（（豊川市豊川市豊川市豊川市企業職員の給与の種類及び基準に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例条例条例条例の一部改正）の一部改正）の一部改正）の一部改正） 

第２条第２条第２条第２条    豊川市豊川市豊川市豊川市企業職員の給与の種類及び基準に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例条例条例条例（（（（昭和昭和昭和昭和４２４２４２４２年豊川年豊川年豊川年豊川

市条例第市条例第市条例第市条例第３３３３号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。号）の一部を次のように改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

ああああああああああああ豊川市上下水道事業職員の給与の種類豊川市上下水道事業職員の給与の種類豊川市上下水道事業職員の給与の種類豊川市上下水道事業職員の給与の種類

及び基準に関する条例及び基準に関する条例及び基準に関する条例及び基準に関する条例    

ああああああああああああ豊川市企業職員の給与の種類及び基準豊川市企業職員の給与の種類及び基準豊川市企業職員の給与の種類及び基準豊川市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例に関する条例に関する条例に関する条例    

（目的）（目的）（目的）（目的）    （目的）（目的）（目的）（目的）    

第１条第１条第１条第１条    この条例は、地方公営企業法（昭和この条例は、地方公営企業法（昭和この条例は、地方公営企業法（昭和この条例は、地方公営企業法（昭和

27272727年法律第年法律第年法律第年法律第292292292292号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）

第第第第38383838条第４項の規定に基づき、条第４項の規定に基づき、条第４項の規定に基づき、条第４項の規定に基づき、豊川市水道豊川市水道豊川市水道豊川市水道

事業職員及び事業職員及び事業職員及び事業職員及び豊川市豊川市豊川市豊川市下水道事業職員（以下下水道事業職員（以下下水道事業職員（以下下水道事業職員（以下

「上下水道事業職員」という。）「上下水道事業職員」という。）「上下水道事業職員」という。）「上下水道事業職員」という。）の給与のの給与のの給与のの給与の

種類及び基準を定めることを目的とする。種類及び基準を定めることを目的とする。種類及び基準を定めることを目的とする。種類及び基準を定めることを目的とする。    

第１条第１条第１条第１条    この条例は、地方公営企業法（昭和この条例は、地方公営企業法（昭和この条例は、地方公営企業法（昭和この条例は、地方公営企業法（昭和

27272727年法律第年法律第年法律第年法律第292292292292号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）号。以下「法」という。）

第第第第38383838条第４項の規定に基づき、条第４項の規定に基づき、条第４項の規定に基づき、条第４項の規定に基づき、企業職員（企業職員（企業職員（企業職員（

豊川市病院事業職員を除く。以下同じ。）豊川市病院事業職員を除く。以下同じ。）豊川市病院事業職員を除く。以下同じ。）豊川市病院事業職員を除く。以下同じ。）

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ            の給与のの給与のの給与のの給与の

種類及び基準を定めることを目的とする。種類及び基準を定めることを目的とする。種類及び基準を定めることを目的とする。種類及び基準を定めることを目的とする。    

（給与の種類）（給与の種類）（給与の種類）（給与の種類）    （給与の種類）（給与の種類）（給与の種類）（給与の種類）    

第２条第２条第２条第２条    上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員で常時勤務を要すで常時勤務を要すで常時勤務を要すで常時勤務を要す

るもの並びに地方公務員法（昭和るもの並びに地方公務員法（昭和るもの並びに地方公務員法（昭和るもの並びに地方公務員法（昭和25252525年法律年法律年法律年法律

第第第第261261261261号）第号）第号）第号）第28282828条の４第１項、第条の４第１項、第条の４第１項、第条の４第１項、第28282828条の５条の５条の５条の５

第１項又は第第１項又は第第１項又は第第１項又は第28282828条の６第１項若しくは第２条の６第１項若しくは第２条の６第１項若しくは第２条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員で同法第項の規定により採用された職員で同法第項の規定により採用された職員で同法第項の規定により採用された職員で同法第28282828

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を条の５第１項に規定する短時間勤務の職を条の５第１項に規定する短時間勤務の職を条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占めるもの及び地方公共団体の一般職の任占めるもの及び地方公共団体の一般職の任占めるもの及び地方公共団体の一般職の任占めるもの及び地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成期付職員の採用に関する法律（平成期付職員の採用に関する法律（平成期付職員の採用に関する法律（平成14141414年法年法年法年法

律第律第律第律第48484848号）第５条の規定により採用された号）第５条の規定により採用された号）第５条の規定により採用された号）第５条の規定により採用された

職員（以下「職員」という。）の給与の種職員（以下「職員」という。）の給与の種職員（以下「職員」という。）の給与の種職員（以下「職員」という。）の給与の種

類は、給料及び手当とする。類は、給料及び手当とする。類は、給料及び手当とする。類は、給料及び手当とする。    

第２条第２条第２条第２条    企業職員企業職員企業職員企業職員ああああああああああああああああで常時勤務を要すで常時勤務を要すで常時勤務を要すで常時勤務を要す

るもの並びに地方公務員法（昭和るもの並びに地方公務員法（昭和るもの並びに地方公務員法（昭和るもの並びに地方公務員法（昭和25252525年法律年法律年法律年法律

第第第第261261261261号）第号）第号）第号）第28282828条の４第１項、第条の４第１項、第条の４第１項、第条の４第１項、第28282828条の５条の５条の５条の５

第１項又は第第１項又は第第１項又は第第１項又は第28282828条の６第１項若しくは第２条の６第１項若しくは第２条の６第１項若しくは第２条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用された職員で同法第項の規定により採用された職員で同法第項の規定により採用された職員で同法第項の規定により採用された職員で同法第28282828

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を条の５第１項に規定する短時間勤務の職を条の５第１項に規定する短時間勤務の職を条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占めるもの及び地方公共団体の一般職の任占めるもの及び地方公共団体の一般職の任占めるもの及び地方公共団体の一般職の任占めるもの及び地方公共団体の一般職の任

期付職員の採用に関する法律（平成期付職員の採用に関する法律（平成期付職員の採用に関する法律（平成期付職員の採用に関する法律（平成14141414年法年法年法年法

律第律第律第律第48484848号）第５条の規定により採用された号）第５条の規定により採用された号）第５条の規定により採用された号）第５条の規定により採用された

職員（以下「職員」という。）の給与の種職員（以下「職員」という。）の給与の種職員（以下「職員」という。）の給与の種職員（以下「職員」という。）の給与の種

類は、給料及び手当とする。類は、給料及び手当とする。類は、給料及び手当とする。類は、給料及び手当とする。    

２・３２・３２・３２・３    ((((略略略略))))    ２・３２・３２・３２・３    ((((略略略略))))    

（会計年度任用職員の給与）（会計年度任用職員の給与）（会計年度任用職員の給与）（会計年度任用職員の給与）    （会計年度任用職員の給与）（会計年度任用職員の給与）（会計年度任用職員の給与）（会計年度任用職員の給与）    

第第第第18181818条条条条    上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員のうち地方公務員のうち地方公務員のうち地方公務員のうち地方公務員

法第法第法第法第22222222条の２第１項に規定する会計年度任条の２第１項に規定する会計年度任条の２第１項に規定する会計年度任条の２第１項に規定する会計年度任

用職員（以下「会計年度任用職員」という用職員（以下「会計年度任用職員」という用職員（以下「会計年度任用職員」という用職員（以下「会計年度任用職員」という

。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定めるものと員の区分に応じ、当該各号に定めるものと員の区分に応じ、当該各号に定めるものと員の区分に応じ、当該各号に定めるものと

する。する。する。する。    

第第第第18181818条条条条    企業職員企業職員企業職員企業職員ああああああああああああああああのうち地方公務員のうち地方公務員のうち地方公務員のうち地方公務員

法第法第法第法第22222222条の２第１項に規定する会計年度任条の２第１項に規定する会計年度任条の２第１項に規定する会計年度任条の２第１項に規定する会計年度任

用職員（以下「会計年度任用職員」という用職員（以下「会計年度任用職員」という用職員（以下「会計年度任用職員」という用職員（以下「会計年度任用職員」という

。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職。）の給与の種類は、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、当該各号に定めるものと員の区分に応じ、当該各号に定めるものと員の区分に応じ、当該各号に定めるものと員の区分に応じ、当該各号に定めるものと

する。する。する。する。    

((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    

２２２２    ((((略略略略))))    ２２２２    ((((略略略略))))    

    （（（（豊川市豊川市豊川市豊川市下下下下水道水道水道水道条例条例条例条例の一部改正）の一部改正）の一部改正）の一部改正） 

第第第第３３３３条条条条    豊川市豊川市豊川市豊川市下水道下水道下水道下水道条例条例条例条例（昭和（昭和（昭和（昭和５５５５５５５５年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第１６１６１６１６号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ号）の一部を次のよ
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うに改正する。うに改正する。うに改正する。うに改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

（定義）（定義）（定義）（定義）    （定義）（定義）（定義）（定義）    

第２条第２条第２条第２条    この条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところる用語の意義は、当該各号に定めるところる用語の意義は、当該各号に定めるところる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。による。による。による。    

第２条第２条第２条第２条    この条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げこの条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところる用語の意義は、当該各号に定めるところる用語の意義は、当該各号に定めるところる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。による。による。による。    

ああああ((((１１１１))))～～～～(11)(11)(11)(11)    ((((略略略略))))    ああああ((((１１１１))))～～～～(11)(11)(11)(11)    ((((略略略略))))    

ああああ(12)(12)(12)(12)    使用月使用月使用月使用月    下水道使用料の徴収の便宜下水道使用料の徴収の便宜下水道使用料の徴収の便宜下水道使用料の徴収の便宜

上区分されたおおむね１月の期間をいい上区分されたおおむね１月の期間をいい上区分されたおおむね１月の期間をいい上区分されたおおむね１月の期間をいい

、その始期及び終期は、、その始期及び終期は、、その始期及び終期は、、その始期及び終期は、市長が市長が市長が市長が定める。定める。定める。定める。    

ああああ(12)(12)(12)(12)    使用月使用月使用月使用月    下水道使用料の徴収の便宜下水道使用料の徴収の便宜下水道使用料の徴収の便宜下水道使用料の徴収の便宜

上区分されたおおむね１月の期間をいい上区分されたおおむね１月の期間をいい上区分されたおおむね１月の期間をいい上区分されたおおむね１月の期間をいい

、その始期及び終期は、、その始期及び終期は、、その始期及び終期は、、その始期及び終期は、規則で規則で規則で規則で定める。定める。定める。定める。    

ああああ（公共下水道の排水施設の構造の基準）（公共下水道の排水施設の構造の基準）（公共下水道の排水施設の構造の基準）（公共下水道の排水施設の構造の基準）    ああああ（公共下水道の排水施設の構造の基準）（公共下水道の排水施設の構造の基準）（公共下水道の排水施設の構造の基準）（公共下水道の排水施設の構造の基準）    

第３条の２第３条の２第３条の２第３条の２    公共下水道の排水施設（これを公共下水道の排水施設（これを公共下水道の排水施設（これを公共下水道の排水施設（これを

補完する施設を含む。）の構造の基準は、補完する施設を含む。）の構造の基準は、補完する施設を含む。）の構造の基準は、補完する施設を含む。）の構造の基準は、

次のとおりとする。次のとおりとする。次のとおりとする。次のとおりとする。    

第３条の２第３条の２第３条の２第３条の２    公共下水道の排水施設（これを公共下水道の排水施設（これを公共下水道の排水施設（これを公共下水道の排水施設（これを

補完する施設を含む。）の構造の基準は、補完する施設を含む。）の構造の基準は、補完する施設を含む。）の構造の基準は、補完する施設を含む。）の構造の基準は、

次のとおりとする。次のとおりとする。次のとおりとする。次のとおりとする。    

ああああ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    ああああ((((１１１１))))・・・・((((２２２２))))    ((((略略略略))))    

ああああ((((３３３３))))    屋外にあるもの（生活環境の保全又屋外にあるもの（生活環境の保全又屋外にあるもの（生活環境の保全又屋外にあるもの（生活環境の保全又

は人の健康の保護に支障が生ずるおそれは人の健康の保護に支障が生ずるおそれは人の健康の保護に支障が生ずるおそれは人の健康の保護に支障が生ずるおそれ

のないものとしてのないものとしてのないものとしてのないものとして市長が市長が市長が市長が定めるものを除定めるものを除定めるものを除定めるものを除

く。）にあっては、覆い又は柵の設置そく。）にあっては、覆い又は柵の設置そく。）にあっては、覆い又は柵の設置そく。）にあっては、覆い又は柵の設置そ

の他下水の飛散を防止し、及び人の立入の他下水の飛散を防止し、及び人の立入の他下水の飛散を防止し、及び人の立入の他下水の飛散を防止し、及び人の立入

りを制限する措置が講じられていることりを制限する措置が講じられていることりを制限する措置が講じられていることりを制限する措置が講じられていること

。。。。    

ああああ((((３３３３))))    屋外にあるもの（生活環境の保全又屋外にあるもの（生活環境の保全又屋外にあるもの（生活環境の保全又屋外にあるもの（生活環境の保全又

は人の健康の保護に支障が生ずるおそれは人の健康の保護に支障が生ずるおそれは人の健康の保護に支障が生ずるおそれは人の健康の保護に支障が生ずるおそれ

のないものとしてのないものとしてのないものとしてのないものとして規則で規則で規則で規則で定めるものを除定めるものを除定めるものを除定めるものを除

く。）にあっては、覆い又は柵の設置そく。）にあっては、覆い又は柵の設置そく。）にあっては、覆い又は柵の設置そく。）にあっては、覆い又は柵の設置そ

の他下水の飛散を防止し、及び人の立入の他下水の飛散を防止し、及び人の立入の他下水の飛散を防止し、及び人の立入の他下水の飛散を防止し、及び人の立入

りを制限する措置が講じられていることりを制限する措置が講じられていることりを制限する措置が講じられていることりを制限する措置が講じられていること

。。。。    

ああああ((((４４４４))))    ((((略略略略))))    ああああ((((４４４４))))    ((((略略略略))))    

ああああ((((５５５５))))    地震によって下水の排除及び処理に地震によって下水の排除及び処理に地震によって下水の排除及び処理に地震によって下水の排除及び処理に

支障が生じないよう地盤の改良、可撓継支障が生じないよう地盤の改良、可撓継支障が生じないよう地盤の改良、可撓継支障が生じないよう地盤の改良、可撓継

手の設置その他の手の設置その他の手の設置その他の手の設置その他の市長が市長が市長が市長が定める措置が講定める措置が講定める措置が講定める措置が講

じられていること。じられていること。じられていること。じられていること。    

ああああ((((５５５５))))    地震によって下水の排除及び処理に地震によって下水の排除及び処理に地震によって下水の排除及び処理に地震によって下水の排除及び処理に

支障が生じないよう地盤の改良、可撓継支障が生じないよう地盤の改良、可撓継支障が生じないよう地盤の改良、可撓継支障が生じないよう地盤の改良、可撓継

手の設置その他の手の設置その他の手の設置その他の手の設置その他の規則で規則で規則で規則で定める措置が講定める措置が講定める措置が講定める措置が講

じられていること。じられていること。じられていること。じられていること。    

ああああ((((６６６６))))    排水管の内径及び排水渠の断面積は排水管の内径及び排水渠の断面積は排水管の内径及び排水渠の断面積は排水管の内径及び排水渠の断面積は

、、、、市長が市長が市長が市長が定める数値を下回らないものと定める数値を下回らないものと定める数値を下回らないものと定める数値を下回らないものと

し、かつ、計画下水量に応じ、排除すべし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべ

き下水を支障なく流下させることができき下水を支障なく流下させることができき下水を支障なく流下させることができき下水を支障なく流下させることができ

るものとすること。るものとすること。るものとすること。るものとすること。    

ああああ((((６６６６))))    排水管の内径及び排水渠の断面積は排水管の内径及び排水渠の断面積は排水管の内径及び排水渠の断面積は排水管の内径及び排水渠の断面積は

、、、、規則で規則で規則で規則で定める数値を下回らないも定める数値を下回らないも定める数値を下回らないも定める数値を下回らないものとのとのとのと

し、かつ、計画下水量に応じ、排除すべし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべ

き下水を支障なく流下させることができき下水を支障なく流下させることができき下水を支障なく流下させることができき下水を支障なく流下させることができ

るものとすること。るものとすること。るものとすること。るものとすること。    

ああああ((((７７７７))))～～～～(10)(10)(10)(10)    ((((略略略略))))    ああああ((((７７７７))))～～～～(10)(10)(10)(10)    ((((略略略略))))    

ああああ（排水設備の接続方法、内径等）（排水設備の接続方法、内径等）（排水設備の接続方法、内径等）（排水設備の接続方法、内径等）    ああああ（排水設備の接続方法、内径等）（排水設備の接続方法、内径等）（排水設備の接続方法、内径等）（排水設備の接続方法、内径等）    

第４条第４条第４条第４条    排水設備の新設、増設又は改築（以排水設備の新設、増設又は改築（以排水設備の新設、増設又は改築（以排水設備の新設、増設又は改築（以

下「新設等」という。）を行おうとすると下「新設等」という。）を行おうとすると下「新設等」という。）を行おうとすると下「新設等」という。）を行おうとすると

きは、次に定めるところによらなければなきは、次に定めるところによらなければなきは、次に定めるところによらなければなきは、次に定めるところによらなければな

らない。らない。らない。らない。    

第４条第４条第４条第４条    排水設備の新設、増設又は改築（以排水設備の新設、増設又は改築（以排水設備の新設、増設又は改築（以排水設備の新設、増設又は改築（以

下「新設等」という。）を行おうとすると下「新設等」という。）を行おうとすると下「新設等」という。）を行おうとすると下「新設等」という。）を行おうとすると

きは、次に定めるところによらなければなきは、次に定めるところによらなければなきは、次に定めるところによらなければなきは、次に定めるところによらなければな

らない。らない。らない。らない。    

ああああ((((１１１１))))    ((((略略略略))))    ああああ((((１１１１))))    ((((略略略略))))    

ああああ((((２２２２))))    排水設備を公共ます等に固着させる排水設備を公共ます等に固着させる排水設備を公共ます等に固着させる排水設備を公共ます等に固着させる

ときは、公共下水道の施設の機能を妨げときは、公共下水道の施設の機能を妨げときは、公共下水道の施設の機能を妨げときは、公共下水道の施設の機能を妨げ

ああああ((((２２２２))))    排水設備を公共ます等に固着させる排水設備を公共ます等に固着させる排水設備を公共ます等に固着させる排水設備を公共ます等に固着させる

ときは、公共下水道の施設の機能を妨げときは、公共下水道の施設の機能を妨げときは、公共下水道の施設の機能を妨げときは、公共下水道の施設の機能を妨げ
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、又はその施設を損傷するおそれのない、又はその施設を損傷するおそれのない、又はその施設を損傷するおそれのない、又はその施設を損傷するおそれのない

箇所及び工事の実施方法で、箇所及び工事の実施方法で、箇所及び工事の実施方法で、箇所及び工事の実施方法で、市長が市長が市長が市長が定め定め定め定め

るところによること。るところによること。るところによること。るところによること。    

、又はその施設を損傷するおそれのない、又はその施設を損傷するおそれのない、又はその施設を損傷するおそれのない、又はその施設を損傷するおそれのない

箇所及び工事の実施方法で、箇所及び工事の実施方法で、箇所及び工事の実施方法で、箇所及び工事の実施方法で、規則の規則の規則の規則の定め定め定め定め

るところによること。るところによること。るところによること。るところによること。    

ああああ((((３３３３))))・・・・((((４４４４))))    ((((略略略略))))    ああああ((((３３３３))))・・・・((((４４４４))))    ((((略略略略))))    

ああああ（排水設備等の計画の確認）（排水設備等の計画の確認）（排水設備等の計画の確認）（排水設備等の計画の確認）    ああああ（排水設備等の計画の確認）（排水設備等の計画の確認）（排水設備等の計画の確認）（排水設備等の計画の確認）    

第６条第６条第６条第６条    排水設備又は前条の排水施設（これ排水設備又は前条の排水施設（これ排水設備又は前条の排水施設（これ排水設備又は前条の排水施設（これ

らに接続する除害施設を含む。以下これららに接続する除害施設を含む。以下これららに接続する除害施設を含む。以下これららに接続する除害施設を含む。以下これら

を「排水設備等」という。）の新設等を行を「排水設備等」という。）の新設等を行を「排水設備等」という。）の新設等を行を「排水設備等」という。）の新設等を行

おうとする者は、あらかじめ、その計画がおうとする者は、あらかじめ、その計画がおうとする者は、あらかじめ、その計画がおうとする者は、あらかじめ、その計画が

排水設備等の設置及び構造に関する法令の排水設備等の設置及び構造に関する法令の排水設備等の設置及び構造に関する法令の排水設備等の設置及び構造に関する法令の

規定に適合するものであることについて、規定に適合するものであることについて、規定に適合するものであることについて、規定に適合するものであることについて、

市長が市長が市長が市長が定めるところにより、申請書に、必定めるところにより、申請書に、必定めるところにより、申請書に、必定めるところにより、申請書に、必

要な書類を添付して提出し、市長の確認を要な書類を添付して提出し、市長の確認を要な書類を添付して提出し、市長の確認を要な書類を添付して提出し、市長の確認を

受けなければならない。受けなければならない。受けなければならない。受けなければならない。    

第６条第６条第６条第６条    排水設備又は前条の排水施設（これ排水設備又は前条の排水施設（これ排水設備又は前条の排水施設（これ排水設備又は前条の排水施設（これ

らに接続する除害施設を含む。以下これららに接続する除害施設を含む。以下これららに接続する除害施設を含む。以下これららに接続する除害施設を含む。以下これら

を「排水設備等」という。）の新設等を行を「排水設備等」という。）の新設等を行を「排水設備等」という。）の新設等を行を「排水設備等」という。）の新設等を行

おうとする者は、あらかじめ、その計画がおうとする者は、あらかじめ、その計画がおうとする者は、あらかじめ、その計画がおうとする者は、あらかじめ、その計画が

排水設備等の設置及び構造に関排水設備等の設置及び構造に関排水設備等の設置及び構造に関排水設備等の設置及び構造に関する法令のする法令のする法令のする法令の

規定に適合するものであることについて、規定に適合するものであることについて、規定に適合するものであることについて、規定に適合するものであることについて、

規則で規則で規則で規則で定めるところにより、申請書に、必定めるところにより、申請書に、必定めるところにより、申請書に、必定めるところにより、申請書に、必

要な書類を添付して提出し、市長の確認を要な書類を添付して提出し、市長の確認を要な書類を添付して提出し、市長の確認を要な書類を添付して提出し、市長の確認を

受けなければならない。受けなければならない。受けなければならない。受けなければならない。    

２２２２    ((((略略略略))))    ２２２２    ((((略略略略))))    

ああああ（排水設備等の工事の実施）（排水設備等の工事の実施）（排水設備等の工事の実施）（排水設備等の工事の実施）    ああああ（排水設備等の工事の実施）（排水設備等の工事の実施）（排水設備等の工事の実施）（排水設備等の工事の実施）    

第９条第９条第９条第９条    排水設備等の工事（排水設備等の工事（排水設備等の工事（排水設備等の工事（市長が市長が市長が市長が定める軽定める軽定める軽定める軽

微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会

に排水設備工事責任技術者として登録されに排水設備工事責任技術者として登録されに排水設備工事責任技術者として登録されに排水設備工事責任技術者として登録され

ている者が専属する業者としてている者が専属する業者としてている者が専属する業者としてている者が専属する業者として市長が市長が市長が市長が定め定め定め定め

るところにより市長の指定を受けている者るところにより市長の指定を受けている者るところにより市長の指定を受けている者るところにより市長の指定を受けている者

（以下「指定工事店」という。）でなけれ（以下「指定工事店」という。）でなけれ（以下「指定工事店」という。）でなけれ（以下「指定工事店」という。）でなけれ

ば行ってはならない。ば行ってはならない。ば行ってはならない。ば行ってはならない。    

第９条第９条第９条第９条    排水設備等の工事（排水設備等の工事（排水設備等の工事（排水設備等の工事（規則で規則で規則で規則で定める軽定める軽定める軽定める軽

微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会微な工事を除く。）は、愛知県下水道協会

に排水設備工事責任技術者として登録されに排水設備工事責任技術者として登録されに排水設備工事責任技術者として登録されに排水設備工事責任技術者として登録され

ている者が専属する業者としてている者が専属する業者としてている者が専属する業者としてている者が専属する業者として規則で規則で規則で規則で定め定め定め定め

るところにより市長の指定を受けている者るところにより市長の指定を受けている者るところにより市長の指定を受けている者るところにより市長の指定を受けている者

（以下「指定工事店」という。）でなけれ（以下「指定工事店」という。）でなけれ（以下「指定工事店」という。）でなけれ（以下「指定工事店」という。）でなけれ

ば行ってはならない。ば行ってはならない。ば行ってはならない。ば行ってはならない。    

ああああ（手数料）（手数料）（手数料）（手数料）    ああああ（手数料）（手数料）（手数料）（手数料）    

第第第第26262626条条条条    市長は、市長は、市長は、市長は、次の各号に掲げる事務につ次の各号に掲げる事務につ次の各号に掲げる事務につ次の各号に掲げる事務につ

き、当該各号に定めるき、当該各号に定めるき、当該各号に定めるき、当該各号に定める額の額の額の額のああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ手数料を徴収す手数料を徴収す手数料を徴収す手数料を徴収す

るるるる。。。。    

第第第第26262626条条条条    市長は、市長は、市長は、市長は、指定工事店の指定に関する指定工事店の指定に関する指定工事店の指定に関する指定工事店の指定に関する

事務について、当該指定を受けようとする事務について、当該指定を受けようとする事務について、当該指定を受けようとする事務について、当該指定を受けようとする

者から１件につき１万円の者から１件につき１万円の者から１件につき１万円の者から１件につき１万円の手数料を徴収す手数料を徴収す手数料を徴収す手数料を徴収す

る。る。る。る。    

ああああ((((１１１１))))    指定工事店の指定をするとき指定工事店の指定をするとき指定工事店の指定をするとき指定工事店の指定をするとき    １件１件１件１件

につき１万円につき１万円につき１万円につき１万円    

    

ああああ((((２２２２))))    各種の証明をするとき各種の証明をするとき各種の証明をするとき各種の証明をするとき    １件につき１件につき１件につき１件につき

200200200200円円円円    

    

ああああ（（（（                委任）委任）委任）委任）    ああああ（（（（規則への規則への規則への規則への委任）委任）委任）委任）    

第第第第28282828条条条条    この条例に定めるもののほか、このこの条例に定めるもののほか、このこの条例に定めるもののほか、このこの条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、条例の施行に関し必要な事項は、条例の施行に関し必要な事項は、条例の施行に関し必要な事項は、市長が市長が市長が市長が定定定定

める。める。める。める。    

第第第第28282828条条条条    この条例に定めるもののほか、このこの条例に定めるもののほか、このこの条例に定めるもののほか、このこの条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、条例の施行に関し必要な事項は、条例の施行に関し必要な事項は、条例の施行に関し必要な事項は、規則で規則で規則で規則で定定定定

める。める。める。める。    

    （（（（豊川市豊川市豊川市豊川市農業集落排水施設農業集落排水施設農業集落排水施設農業集落排水施設条例条例条例条例の一部改正）の一部改正）の一部改正）の一部改正） 

第第第第４４４４条条条条    豊川市豊川市豊川市豊川市農業集落排水施設農業集落排水施設農業集落排水施設農業集落排水施設条例条例条例条例（（（（平成７平成７平成７平成７年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第９９９９号）の一部を号）の一部を号）の一部を号）の一部を

次のように改正する。次のように改正する。次のように改正する。次のように改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    
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ああああ（排水設備の計画の確認）（排水設備の計画の確認）（排水設備の計画の確認）（排水設備の計画の確認）    ああああ（排水設備の計画の確認）（排水設備の計画の確認）（排水設備の計画の確認）（排水設備の計画の確認）    

第７条第７条第７条第７条    排水設備の新設、増設、改造又は撤排水設備の新設、増設、改造又は撤排水設備の新設、増設、改造又は撤排水設備の新設、増設、改造又は撤

去（以下「新設等」という。）を行おうと去（以下「新設等」という。）を行おうと去（以下「新設等」という。）を行おうと去（以下「新設等」という。）を行おうと

する者は、あらかじめ、当該排水設備の新する者は、あらかじめ、当該排水設備の新する者は、あらかじめ、当該排水設備の新する者は、あらかじめ、当該排水設備の新

設等の計画が、設等の計画が、設等の計画が、設等の計画が、市長が市長が市長が市長が定める排水設備の設定める排水設備の設定める排水設備の設定める排水設備の設

計基準及び排水設備の接続方法等の基準（計基準及び排水設備の接続方法等の基準（計基準及び排水設備の接続方法等の基準（計基準及び排水設備の接続方法等の基準（

以下「設計基準等」という。）に適合する以下「設計基準等」という。）に適合する以下「設計基準等」という。）に適合する以下「設計基準等」という。）に適合する

ものであることについて、ものであることについて、ものであることについて、ものであることについて、市長が市長が市長が市長が定めると定めると定めると定めると

ころにより、書面に必要な書類を添付してころにより、書面に必要な書類を添付してころにより、書面に必要な書類を添付してころにより、書面に必要な書類を添付して

申請し、市長の確認を受けなければならな申請し、市長の確認を受けなければならな申請し、市長の確認を受けなければならな申請し、市長の確認を受けなければならな

い。い。い。い。    

第７条第７条第７条第７条    排水設備の新設、増設、改造又は撤排水設備の新設、増設、改造又は撤排水設備の新設、増設、改造又は撤排水設備の新設、増設、改造又は撤

去（以下「新設等」という。）を行おうと去（以下「新設等」という。）を行おうと去（以下「新設等」という。）を行おうと去（以下「新設等」という。）を行おうと

する者は、あらかじめ、当該排水設備の新する者は、あらかじめ、当該排水設備の新する者は、あらかじめ、当該排水設備の新する者は、あらかじめ、当該排水設備の新

設等の計画が、設等の計画が、設等の計画が、設等の計画が、規則で規則で規則で規則で定める排水設備の設定める排水設備の設定める排水設備の設定める排水設備の設

計基準及計基準及計基準及計基準及び排水設備の接続方法等の基準（び排水設備の接続方法等の基準（び排水設備の接続方法等の基準（び排水設備の接続方法等の基準（

以下「設計基準等」という。）に適合する以下「設計基準等」という。）に適合する以下「設計基準等」という。）に適合する以下「設計基準等」という。）に適合する

ものであることについて、ものであることについて、ものであることについて、ものであることについて、規則で規則で規則で規則で定めると定めると定めると定めると

ころにより、書面に必要な書類を添付してころにより、書面に必要な書類を添付してころにより、書面に必要な書類を添付してころにより、書面に必要な書類を添付して

申請し、市長の確認を受けなければならな申請し、市長の確認を受けなければならな申請し、市長の確認を受けなければならな申請し、市長の確認を受けなければならな

い。い。い。い。    

２２２２    ((((略略略略))))    ２２２２    ((((略略略略))))    

    （（（（豊川市豊川市豊川市豊川市行政手続行政手続行政手続行政手続条例条例条例条例の一部改正）の一部改正）の一部改正）の一部改正） 

第５条第５条第５条第５条    豊川市豊川市豊川市豊川市行政手続行政手続行政手続行政手続条例条例条例条例（（（（平成１１平成１１平成１１平成１１年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第１４１４１４１４号）の一部を次の号）の一部を次の号）の一部を次の号）の一部を次の

ように改正する。ように改正する。ように改正する。ように改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

（委任（委任（委任（委任））））    （委任）（委任）（委任）（委任）    

第第第第39393939条条条条    この条例の施行に関し必要な事項はこの条例の施行に関し必要な事項はこの条例の施行に関し必要な事項はこの条例の施行に関し必要な事項は

、執行機関、執行機関、執行機関、執行機関及び及び及び及び地方公営企業法第８条第２地方公営企業法第８条第２地方公営企業法第８条第２地方公営企業法第８条第２

項の規定に基づき水道事業項の規定に基づき水道事業項の規定に基づき水道事業項の規定に基づき水道事業及び下水道事業及び下水道事業及び下水道事業及び下水道事業

の管理者の権限を行う市長が定める。の管理者の権限を行う市長が定める。の管理者の権限を行う市長が定める。の管理者の権限を行う市長が定める。    

第第第第39393939条条条条    この条例の施行に関し必要な事項はこの条例の施行に関し必要な事項はこの条例の施行に関し必要な事項はこの条例の施行に関し必要な事項は

、執行機関及び地方公営企業法第８条第２、執行機関及び地方公営企業法第８条第２、執行機関及び地方公営企業法第８条第２、執行機関及び地方公営企業法第８条第２

項の規定に基づき水道事業項の規定に基づき水道事業項の規定に基づき水道事業項の規定に基づき水道事業及び下水道事業及び下水道事業及び下水道事業及び下水道事業

の管理者の権限を行う市長が定める。の管理者の権限を行う市長が定める。の管理者の権限を行う市長が定める。の管理者の権限を行う市長が定める。    

    （豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）（豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）（豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）（豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第第第第６６６６条条条条    豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年豊川市豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年豊川市豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年豊川市豊川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年豊川市

条例第１５号）条例第１５号）条例第１５号）条例第１５号）の一部を次のように改正する。の一部を次のように改正する。の一部を次のように改正する。の一部を次のように改正する。    

改正後改正後改正後改正後    改正前改正前改正前改正前    

（（（（上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例の適用除外等の適用除外等の適用除外等の適用除外等

ああああ））））    

（（（（企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例ああああああああああああああああの適用除外等の適用除外等の適用除外等の適用除外等

ああああ））））    

第第第第11111111条条条条    豊川市上下水道事業職員の給与の種豊川市上下水道事業職員の給与の種豊川市上下水道事業職員の給与の種豊川市上下水道事業職員の給与の種

類及び基準に関する条例類及び基準に関する条例類及び基準に関する条例類及び基準に関する条例（昭和（昭和（昭和（昭和42424242年豊川市年豊川市年豊川市年豊川市

条例第３号。以下「条例第３号。以下「条例第３号。以下「条例第３号。以下「上下水道事業職員給与上下水道事業職員給与上下水道事業職員給与上下水道事業職員給与

条例条例条例条例」という。）第３条から第５条まで、」という。）第３条から第５条まで、」という。）第３条から第５条まで、」という。）第３条から第５条まで、

第５条の３、第８条から第第５条の３、第８条から第第５条の３、第８条から第第５条の３、第８条から第10101010条まで及び第条まで及び第条まで及び第条まで及び第

13131313条の規定は、条の規定は、条の規定は、条の規定は、上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員である特である特である特である特

定任期付職員には、適用しない。定任期付職員には、適用しない。定任期付職員には、適用しない。定任期付職員には、適用しない。    

第第第第11111111条条条条    豊川市企業職員の給与の種類及び基豊川市企業職員の給与の種類及び基豊川市企業職員の給与の種類及び基豊川市企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例準に関する条例準に関する条例準に関する条例                （昭和（昭和（昭和（昭和42424242年豊川市年豊川市年豊川市年豊川市

条例第３号。以下「条例第３号。以下「条例第３号。以下「条例第３号。以下「企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例ああああああああ

ああああああああ」という。）第３条から第５条まで、」という。）第３条から第５条まで、」という。）第３条から第５条まで、」という。）第３条から第５条まで、

第５条の３、第８条から第第５条の３、第８条から第第５条の３、第８条から第第５条の３、第８条から第10101010条まで及び第条まで及び第条まで及び第条まで及び第

13131313条の規定は、条の規定は、条の規定は、条の規定は、企業職員企業職員企業職員企業職員                である特である特である特である特

定任期付職員には、適用しない。定任期付職員には、適用しない。定任期付職員には、適用しない。定任期付職員には、適用しない。    

２２２２    上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員

に対するに対するに対するに対する上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例第第第第11111111条条条条

の２の規定の適用については、の２の規定の適用については、の２の規定の適用については、の２の規定の適用については、上下水道事上下水道事上下水道事上下水道事

業職員給与条例業職員給与条例業職員給与条例業職員給与条例第第第第11111111条の２中「第４条の規条の２中「第４条の規条の２中「第４条の規条の２中「第４条の規

定により管理職手当を受ける職員」とある定により管理職手当を受ける職員」とある定により管理職手当を受ける職員」とある定により管理職手当を受ける職員」とある

２２２２    企業職員企業職員企業職員企業職員                である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員

に対するに対するに対するに対する企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例ああああああああああああああああ第第第第11111111条条条条

の２の規定の適用については、の２の規定の適用については、の２の規定の適用については、の２の規定の適用については、企業職員給企業職員給企業職員給企業職員給

与条例与条例与条例与条例ああああああああああああああああ第第第第11111111条の２中「第４条の規条の２中「第４条の規条の２中「第４条の規条の２中「第４条の規

定により管理職手当を受ける職員」とある定により管理職手当を受ける職員」とある定により管理職手当を受ける職員」とある定により管理職手当を受ける職員」とある



----    8 8 8 8 ----    

    

のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成に関する条例（平成に関する条例（平成に関する条例（平成24242424年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第15151515号号号号

）第２条第１項の規定により任期を定めて）第２条第１項の規定により任期を定めて）第２条第１項の規定により任期を定めて）第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員」とする。採用された職員」とする。採用された職員」とする。採用された職員」とする。    

のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等のは「豊川市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例（平成に関する条例（平成に関する条例（平成に関する条例（平成24242424年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第15151515号号号号

）第２条第１項の規定により任期を定めて）第２条第１項の規定により任期を定めて）第２条第１項の規定により任期を定めて）第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員」とする。採用された職員」とする。採用された職員」とする。採用された職員」とする。    

３３３３    上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例上下水道事業職員給与条例第５条、第５第５条、第５第５条、第５第５条、第５

条の３、第６条の２及び第条の３、第６条の２及び第条の３、第６条の２及び第条の３、第６条の２及び第14141414条の規定は、条の規定は、条の規定は、条の規定は、

上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員である任期付短時間勤務である任期付短時間勤務である任期付短時間勤務である任期付短時間勤務

職員には、適用しない。職員には、適用しない。職員には、適用しない。職員には、適用しない。    

３３３３    企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例企業職員給与条例ああああああああああああああああ第５条、第５第５条、第５第５条、第５第５条、第５

条の３、第６条の２及び第条の３、第６条の２及び第条の３、第６条の２及び第条の３、第６条の２及び第14141414条の規定は、条の規定は、条の規定は、条の規定は、

企業職員企業職員企業職員企業職員                である任期付短時間勤務である任期付短時間勤務である任期付短時間勤務である任期付短時間勤務

職員には、適用しない。職員には、適用しない。職員には、適用しない。職員には、適用しない。    

４４４４    上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員上下水道事業職員である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員

のうち特に顕著な業績を挙げたと認められのうち特に顕著な業績を挙げたと認められのうち特に顕著な業績を挙げたと認められのうち特に顕著な業績を挙げたと認められ

る職員には、特定任期付職員業績手当を支る職員には、特定任期付職員業績手当を支る職員には、特定任期付職員業績手当を支る職員には、特定任期付職員業績手当を支

給することができる。給することができる。給することができる。給することができる。    

４４４４    企業職員企業職員企業職員企業職員                である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員である特定任期付職員

のうち特に顕著な業績を挙げたと認められのうち特に顕著な業績を挙げたと認められのうち特に顕著な業績を挙げたと認められのうち特に顕著な業績を挙げたと認められ

る職員には、特定任期付職員業績手当を支る職員には、特定任期付職員業績手当を支る職員には、特定任期付職員業績手当を支る職員には、特定任期付職員業績手当を支

給することができる。給することができる。給することができる。給することができる。    

    （（（（豊川市豊川市豊川市豊川市下下下下水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する水道事業の設置等に関する条例条例条例条例のののの廃止廃止廃止廃止）））） 

第第第第７７７７条条条条    豊川市豊川市豊川市豊川市下水道事業の設置等に関する下水道事業の設置等に関する下水道事業の設置等に関する下水道事業の設置等に関する条例条例条例条例（（（（平成３０平成３０平成３０平成３０年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第年豊川市条例第３３３３

３３３３号）号）号）号）は、廃止は、廃止は、廃止は、廃止する。する。する。する。    

附附附附    則則則則 

    この条例は、この条例は、この条例は、この条例は、令和令和令和令和４４４４年年年年４４４４月１日から施行する。月１日から施行する。月１日から施行する。月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

                    理理理理    由由由由 

    この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、この案を提出するのは、豊川市水道事業と豊川市水道事業と豊川市水道事業と豊川市水道事業と豊川市豊川市豊川市豊川市下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業の経営基盤の強の経営基盤の強の経営基盤の強の経営基盤の強

化を図るため化を図るため化を図るため化を図るため組織組織組織組織をををを統合統合統合統合するするするするとともに、とともに、とともに、とともに、豊川市下水道事業に豊川市下水道事業に豊川市下水道事業に豊川市下水道事業に地方公営企業法の地方公営企業法の地方公営企業法の地方公営企業法の

規定の全部規定の全部規定の全部規定の全部をををを適用適用適用適用することすることすることすることに伴いに伴いに伴いに伴い、、、、関係条例関係条例関係条例関係条例の整備を行うの整備を行うの整備を行うの整備を行う必要があるからであ必要があるからであ必要があるからであ必要があるからであ

る。る。る。る。 

 

 


